
　
個
人
情
報
と
は
、
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
、

及
び
特
定
の
個
人
を
識
別
で
き
る
情
報
を
指
し
ま

す
。
氏
名
や
生
年
月
日
、
住
所
、
顔
写
真
な
ど
は
も

ち
ろ
ん
、
学
籍
番
号
な
ど
、
そ
の
情
報
単
体
で
個
人

が
識
別
で
き
る
番
号
や
記
号
も
含
ま
れ
ま
す
。
学
校

は
卒
業
生
の
情
報
も
保
管
し
て
い
ま
す
が
、
故
人
で

あ
れ
ば
、
そ
の
情
報
は
個
人
情
報
に
該
当
し
ま
せ
ん
。

　
個
人
情
報
の
中
で
も
、
不
当
な
差
別
や
偏
見
、
そ

の
他
の
不
利
益
が
生
じ
な
い
よ
う
、
特
に
取
り
扱
い

に
配
慮
が
必
要
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
が
、「
要
配
慮

個
人
情
報
」
で
す
。
人
種
や
病
歴
、
犯
罪
履
歴
、
犯

罪
被
害
に
遭
っ
た
情
報
な
ど
が
該
当
し
ま
す
（
図
）。

　
個
人
情
報
に
関
す
る
法
律
に
は
、「
個
人
情
報
保

護
法（
＊
１
）」
が
あ
り
ま
す
。
民
間
事
業
者
を
主
た

る
対
象
と
し
た
法
律
で
、
私
立
学
校
も
そ
の
対
象
に

含
ま
れ
ま
す
。
公
立
学
校
に
つ
い
て
は
，
こ
れ
ま
で

学
校
の
設
置
者
で
あ
る
自
治
体
が
定
め
た
「
個
人
情

報
保
護
条
例
」
が
適
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
，

２
０
２
３
年
4
月
1
日
以
降
は
，
公
立
学
校
に
つ
い

て
も
、
個
人
情
報
保
護
法
の
共
通
ル
ー
ル
が
適
用
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
　

　
個
人
情
報
を
取
得
す
る
際
に
は
、
生
徒
本
人
・
保

護
者
の
同
意
が
必
要
で
あ
り
、
同
意
の
可
否
を
判
断

で
き
る
よ
う
、
取
得
目
的
を
可
能
な
限
り
具
体
的
に

示
す
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
未
成
年
の

※プロフィールは、2023 年３月時点のものです。

個人情報を適切に管理するための留意点

人種や病歴などの「要配慮個人情報」は、特に取り
扱いに配慮が必要。

校内では、生徒本人・保護者の同意がなくても情報
共有が可能。他校はもちろん、付属校やPTAとの
情報共有には、生徒本人・保護者の同意が必要。

校内研修などで、個人情報の取り扱いについての知
識を確認し、徹底した管理と適切な共有を図る。

学校
危機管理
基 礎 講 座

個
人
情
報
の
管
理

テーマ

学
校
で
起
こ
り
得
る
危
機
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
備
え
を
し
て
お
く
べ
き
か
。
事
故
や
災
害
な
ど
が
発
生
し
た
ら
、

被
害
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
た
め
に
ど
う
対
応
す
れ
ば
よ
い
の
か
。学
校
の
危
機
管
理
に
つ
い
て
研
究
す
る
坂
田
仰た

か
し

教
授
が
解
説
す
る
本
コ
ー
ナ
ー
。第
13
回
は
、個
人
情
報
の
管
理
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

特
定
の
個
人
を
識
別
で
き
る
情
報
で
あ
れ
ば
、

番
号
や
記
号
も
含
ま
れ
る

日本女子大学
教職教育開発センター
教授　坂田 仰

たかし

大阪府の公立高校に勤務後、東
京大学大学院法学政治学研究科
公法専攻博士課程単位取得退
学。1996 年、日本女子大学に
赴任。専門は、憲法学、公教育
制度論。2021 年９月に『新訂
第４版 図解・表解教育法規』（共
著、教育開発研究所） を出版。

解説者

第
三
者
へ
の
個
人
情
報
の
提
供
は
、

緊
急
事
態
等
を
除
き
、本
人
の
同
意
が
必
要

＊１　正式名称は、「個人情報の保護に関する法律」。
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お
勧
め
の
分
掌
▼

管
理
職

教
務
担
当

進
路
担
当

学
年
団

担
任

場
合
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
り
、
一
般
的
に
は
、
15

歳
以
下
の
子
ど
も
に
つ
い
て
の
個
人
情
報
の
取
得
に

は
、
本
人
と
保
護
者
（
法
定
代
理
人
等
）
の
同
意
が

必
要
で
す
。
高
校
生
の
場
合
、
成
年
年
齢
の
18
歳
に

達
す
れ
ば
、
本
人
の
同
意
の
み
で
問
題
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
保
護
者
の
同
意
を
取
っ
て
お
い
た
方
が
無
用

な
ト
ラ
ブ
ル
の
防
止
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
取
得
し
た
情
報
を
第
三
者
に
提
供
す
る
場
合
は
、

生
徒
本
人
・
保
護
者
の
同
意
が
原
則
必
要
で
す
。
た

だ
し
、
生
徒
本
人
や
保
護
者
の
同
意
が
な
く
て
も
、

第
三
者
へ
の
情
報
提
供
が
認
め
ら
れ
る
例
外
が
い
く

つ
か
あ
り
ま
す
。
そ
の
１
つ
が
、
法
令
に
基
づ
く

場
合
で
す
。
例
え
ば
、
児
童
虐
待
は
、
法
令
上
、
国

民
に
通
告
の
義
務
が
あ
り
ま
す
。
ほ
か
に
も
、
人
の

生
命
、
身
体
ま
た
は
財
産
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要

が
あ
る
場
合
で
、
本
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
困
難

な
時
に
も
、
情
報
提
供
が
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、
事

故
に
遭
っ
た
生
徒
の
保
護
者
と
連
絡
が
取
れ
な
い
た

め
、
学
校
に
生
徒
の
血
液
型
を
教
え
て
ほ
し
い
と
、

病
院
か
ら
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
場
合
な
ど
は
、
情

報
を
提
供
し
て
も
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
第
三
者
へ
の
情
報
提
供
に
あ
た
っ
て
は
、
提
供
の

根
拠
、
提
供
年
月
日
、
提
供
先
、
提
供
対
象
な
ど
、

提
供
し
た
情
報
の
内
容
を
記
録
し
ま
し
ょ
う
。
万
一

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
際
の
証
拠
と
な
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
ケ
ー
ス
ご
と
の
留
意
点
を
見
て
い
き
ま

し
ょ
う
。
ま
ず
、
学
年
間
や
分
掌
間
な
ど
、
校
内
で

の
教
師
間
の
情
報
共
有
は
、
生
徒
本
人
の
同
意
が
な

く
て
も
可
能
で
す
。
た
だ
、
取
得
目
的
の
範
囲
を
超

え
た
情
報
共
有
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
第
三
者
で
あ
る
他
校
に
情
報
提
供
す
る
場
合
は
、

生
徒
本
人
の
同
意
が
必
要
で
す
。
同
一
設
置
者
や
同

一
法
人
の
付
属
校
で
あ
っ
て
も
、
事
業
所
が
異
な
れ

ば
第
三
者
と
み
な
さ
れ
ま
す
。
な
お
、「
指
導
要
録
」

と「
健
康
診
断
票
」は
、
進
学
先
や
転
校
先
へ
の
提

供
義
務
が
あ
る
こ
と
が
法
令
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、

生
徒
本
人
の
同
意
は
不
要
で
す（
＊
２
）。ま
た
、文

部
科
学
省
が
、生
徒
本
人
・
保
護
者
の
同
意
を
得
た

上
で
引
き
継
ぐ
こ
と
が
望
ま
し
い
と
し
て
い
る
も
の

に
、「
個
別
の
教
育
支
援
計
画
」（
＊
３
）が
あ
り
ま
す
。

東
京
都
で
は
、
長
期
的
に
一
貫
性
の
あ
る
的
確
な
支

援
を
行
う
た
め
、
保
護
者
の
同
意
を
得
た
上
で
学
校

間
で
引
き
継
ぐ
よ
う
努
め
る
と
し
て
い
ま
す
。
　

　
Ｐ
Ｔ
Ａ
は
第
三
者
に
該
当
す
る
た
め
、
情
報
提
供

に
際
し
て
は
生
徒
本
人
の
同
意
が
必
要
で
す
。
情
報

取
得
時
に
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
に
情
報
提
供
す
る
こ
と
が
あ
る

旨
を
明
記
し
、同
意
を
得
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
学
校
が
保
有
す
る
生
徒
や
教
職
員
の
情
報
の
中
に

は
、
要
配
慮
個
人
情
報
が
多
く
含
ま
れ
ま
す
。
そ
れ

ら
が
外
部
に
漏
洩
す
る
と
、特
に
現
在
は
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
に
流
出
し
て
し
ま
い
、
削
除
が
難
し
く
な

る
た
め
、
徹
底
し
た
情
報
管
理
が
必
要
で
す
。

　
た
だ
、
あ
ま
り
に
慎
重
に
な
り
す
ぎ
る
と
、
情
報

が
共
有
さ
れ
る
べ
き
人
に
共
有
さ
れ
ず
、そ
の
結
果
、

適
切
な
支
援
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
事
態
が
生
じ
か

ね
ま
せ
ん
。
個
に
応
じ
た
支
援
は
、
生
徒
の
特
性
や

家
庭
状
況
な
ど
を
把
握
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
で
き
る

こ
と
で
す
。
校
内
研
修
な
ど
を
通
じ
て
、
個
人
情
報

の
正
し
い
取
り
扱
い
に
つ
い
て
理
解
し
、
教
師
間
で

適
切
な
情
報
共
有
を
図
っ
て
、
生
徒
を
支
え
て
い
っ

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

図　 個人情報の基礎知識

校
内
の
教
師
間
で
は
本
人
の
同
意
な
く
共
有
可
能
、

付
属
校
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
場
合
は
同
意
が
必
要

［個人情報］
•生存する個人に関する情報＋特定の個人を識別できる情報
　例：氏名、生年月日、個人識別符号が含まれるものなど

［要配慮個人情報］　
•原則、本人の同意なしに取得してはならない
•人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害情報
•その他本人に対する不当な差別、偏見、その他の不利益が生じ
ないように、特に配慮を要するものとして政令で定めるもの

　例：身体障害、知的障害、精神障害があること
健康診断、その他の検査の結果
本人を非行少年、またはその疑いがある者として、保護処
分等の少年の保護事件に関する手続きが行われたこと

［教師間・学校間での個人情報の共有］
•校内：生徒本人（保護者）の同意がなくても共有できる
•校外（進学先、PTAなど）：情報提供には、生徒本人の同意が必要
•法令により提供義務：指導要録、健康診断票
•実務上提供が望ましい：個別の教育支援計画

※坂田教授の取材を基に編集部で作成。

＊２　指導要録は学校教育法施行規則第 24条、健康診断票は学校保健安全法施行規則第８条による。　＊３　障害のある児童生徒の一人ひとりのニーズを正確
に把握し、教育の視点から適切に対応するという考えの下、長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後まで一貫して的確な教育的支援を行うことを目的とする
もの。高校についても、新学習指導要領の総則において、個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成・活用が明記された。
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